
1/6 

○東御市雨水貯留槽設置補助金交付要綱 

平成16年４月１日 

告示第97号 

改正 平成22年４月20日告示第37号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、雨水利用による花とみどりのまちづくり事業の推進並びに渇水及び洪水の防止を図るため、雨水貯留槽の設置に要す

る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東御市補助金等交付規則（平成16年東御市規則第37号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 雨水利用 雨水を宅地内に設置する貯留槽に貯留し、必要に応じて沈殿及びろ過等の処理をした後、生活雑用水に活用することをい

う。ただし、専ら防火用水及び農業用水として活用する場合を除く。 

(2) 雨水貯留槽 雨水利用のための貯留槽をいう。 

（補助金の交付対象者等） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内において雨水貯留槽を設置しようとする者とする。ただし、対象は１世帯（法人にあっては

１法人）当たり１基とし、設置後５年以内での再設置については補助の対象としない。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、雨水貯留槽及びこれに付随する配管部分の購入に要する経費の２分の１以内とする。ただし、雨水貯留槽の規模が

１立方メートル以上の場合は10万円、１立法メートル未満の場合は３万５千円を限度とする。 

２ 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
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（補助金の申請等） 

第５条 規則第３条に規定する補助金等交付申請書は、雨水貯留槽設置補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし、同条に規定する

関係書類は、次のとおりとする。 

(1) 設置箇所の案内図、位置図及び配置図 

(2) 雨水貯留槽の有効貯水量又は容量、材質その他の仕様が明示されている書類 

(3) 雨水貯留槽の設置に係る見積書等の写し 

(4) 現況写真 

（実績報告） 

第６条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、雨水貯留槽設置補助金実績報告書（様式第２号）よるものとし、同条に規定する

関係書類は、次のとおりとする。 

(1) 雨水貯留槽等の購入に係る領収書の写し 

(2) 完了写真 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補則） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の東部町雨水利用貯留槽設置補助金交付要綱（平成14年東部町告示第８号）の規定に基づき
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なされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成22年４月20日告示第37号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東御市雨水利用貯留槽設置補助金交付要綱の規定に基づく

様式により作成された書類は、改正後の東御市雨水貯留槽設置補助金交付要綱の規定に基づく様式により作成されたものとみなす。 
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